
提出書類

②土地登記簿謄本
（登記事項証明書）

③公図
（申請筆の地番が
記載されたもの）

④位置図
（1/2500程度）

住宅地図などをコ
ピーしたもの
下記※参照

⑤印鑑登録証明書
（原本）

市役所
市民課

⑥委任状
（代理人が申出をする場合）

任意様式
（「申請に必要な書
類」からダウンロー
ドできます。）

※筆の一部を指定する場合は分筆が必要です（筆単位で指定する場合は測量は不要）。

※原本還付を希望される場合は、決裁後に還付します。（右の記入例を参照）

※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

【特定生産緑地指定】必要書類一覧表

備考

①特定生産緑地
指定申請兼

農地等利害関係人
同意書

京都地方法務局
嵯峨出張所

「申請に必要な
書類」からダウ
ンロードできま

す。

※自宅に住宅地図等がない場合、市役所都市計画課で印刷することができます（一枚につきコピー代10円必要）。

記入欄 【1．特定生産緑地の指定を希望する生産緑地】

・登記簿謄本と同じ内容を記載

（表面に入りきらない場合は、裏面の（続き欄 １）に記載して下さい。）

・住宅地図又は1/2500の白地図等に申出地の位置を明示したもの

原
本
と
相
違
あ
り
ま
せ
ん
㊞

原本還付希望
書類（写し）

原本還付を希望する書類の写し（右端）に、「原本と相違ありません。」と記載し、申出者の㊞を押印し

て下さい。（代理人が申出をする場合は、代理人の㊞でも可。）

【記入例】

・発行から3ヵ月以内に交付されたもの

・筆ごとに原本1通必要 （登記事項要約書は不可）

記入欄 【申請者（生産緑地所有者）】

・実印を押印

・複数人で所有されている場合、代表者の方が申請

・発行から3ヵ月以内に交付されたもの （写しでも可）

・複数筆の申請をする場合、1枚の公図に全ての地番が記載されていれ

ば、1枚のみの提出で結構です。

・①に押印した農地等利害関係人全員分が必要

・発行から3ヵ月以内のもの

・現住所が記載されているもの

・申出者の記名、押印が必要

記入欄 【2．農地等利害関係人の同意】

・農地等利害関係人とは、土地登記事項証明書に記載のある所有権、抵

当権など全ての権利人と、農業委員会農地台帳に記載のある小作権など

を有する人です。

・申請者を含む、農地等利害関係人全員の記入・押印が必要です。

（表面及び裏面にも入りきらない場合、別紙で添付して下さい。（添付方法

は裏面参照。））

・相続税及び贈与税の納税猶予の適用によって、税務署長が抵当権者と

なっている場合は、市が一括して同意を取得するので記載不要です。


